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放射能測定法シリーズの構成に係る方針（1/2）
測定法の本文及び参考へ記載する測定方法に係る基本的な考え方
「本文」への記載について

地方自治体や事業者等が環境放射線モニタリングを実施するために
使用している標準的な分析・測定方法を記載する

「参考」への記載について
今後、標準的な分析・測定方法として期待されるものを記載する

放射能測定法シリーズからの「削除」（アーカイブ参照）について
使用されなくなった分析・測定方法については削除し、
アーカイブ上の旧版から参照可能とする

「序論」の記載について
測定法の冒頭にシリーズとしての位置づけ、目的と用途、分析・測定方法の概要、
使用したときの検出可能レベルなどを記載する

「部」の構成について
緊急時／平常時などの測定法の目的が大きく変わるものは第1部、第2部…で記載する。
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放射能測定法シリーズの構成に係る方針（2/2）

参考本文 本文（参考含む）に
記載しない

使用されているもの
地方自治体や事業者等が
環境放射線モニタリングを実
施するために採用している標
準的な分析・測定方法

手法の見直しや法改定により再度一般的に普及等

測定法シリーズを新規策定及び改訂する際の構成は、地方自治体や事業者等の使用状況や技術の進展等を踏まえ、
以下のとおり整理する。

使用する機器や装置及
び手法等の詳細を記載

期待される技術
今後標準的な分析・測定方
法として期待されるものなど

使用されなくなったもの
自治体等において使用が皆無の
もの及び使用する試薬・装置が
入手不可能（法規制を含む）
等の観点から許容されないもの

自治体等の使用実績、試薬・装置入手不可等
※ユーザーが全くいない

改訂前の冊子をアーカイ
ブとしてHP上に保存する

削除した場合
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序論

各測定法の構成に係る方針（1/1）
各測定法の文書構成は以下を基本とする。

① 各測定法の冒頭に序論を置き、シリーズとして
の位置づけ、測定対象、目的、分析・測定方
法の概要、使用したときの検出可能レベルな
どを記載する。

② 緊急時／平常時などの測定法の目的が大きく変わ
るものは第1部、第2部…で記載する。
（※ 測定法の目的が大きく変わらないものは

この項を使用しない。）

③ それぞれの測定方法はⅠ、Ⅱ、Ⅲで記載する。
（※ 分析・測定方法が複数無い測定法は

この項を使用しない。）

④ 以降の各章は英数字にて、解説と参考及び付録に
ついてはアルファベットで追番を付与する。
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第２部

Ⅰ 〇〇分析法
┣第1章、第2章、第3章…
┃ ┗1.1、1.2、1.3…
┃ ┗1.1.1、1.1.2、1.1.3…
┣解説A、解説B、解説C…
┣参考A、参考B、参考C…
┣付録A、付録B、付録C…
┣参考文献
┣用語解説
┗その他必要なデータやフローなど
Ⅱ ××分析法
┣第1章、第2章、第3章…
│
Ⅲ △△分析法…

第１部

Ⅰ 〇〇分析法
┣第1章、第2章、第3章…
┃ ┗1.1、1.2、1.3…
┃ ┗1.1.1、1.1.2、1.1.3…
┣解説A、解説B、解説C…
┣参考A、参考B、参考C…
┣付録A、付録B、付録C…
┣参考文献
┣用語解説
┗その他必要なデータやフローなど
Ⅱ ××分析法
┣第1章、第2章、第3章…
│
Ⅲ △△分析法…



今回改訂する測定法全般に係る内容（1/1）

№ 対象箇所 前回会合の改訂原案に対する意見等 今回改訂案での対応

１ 共通に記載する内容に
ついて

各測定法に共通する不確かさや精度
管理・品質管理等の共通した内容に
ついては別途その部分だけでまとめ
るなどの効率化を検討すべき。

指摘の内容について1つのマニュアルにしようという
検討を始めている。
今後は共通の内容については別冊化を検討する。

２ 検出下限値の計算
（ISO 11929、
Kaiser法）について

検出下限値の計算においてISO 
11929とKaiser法がそれぞれ記載
されているが、どちらかをを推奨し
ているという話なのか？

評価の際にどの計算を使ったのかとそれぞれの手法を
記載する必要があると考えており、各測定法シリーズ
の検出下限値の記述に以下を追記した。

これまで検出下限値の導出は試料の測定時間、バック
グラウンドの測定時間、バックグラウンド計数率によ
り比較的簡易に導出できるKaiserの方法が使用されて
きた。一方で各国の計量標準の国際比較における統一
の観点から、一般的な放射線測定の不確かさとそれに
関連する決定しきい値および検出下限値はISO 11929
によって規定され、評価に使用され始めている。各測
定に対する検出下限値の計算方法については、ユー
ザーが選択することになるが、必要に応じてどの方法
で評価したのかを明示する。

前回会合で示した改訂原案に対する外部専門家からの主な意見と今回改訂案での対応
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